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（適用範囲） 

第１条 この規則は、被保護世帯の世帯員に対して発売する特定者用の定期乗車券の発売

その他の取扱いについて適用する。 

２ この規則に定めていない事項については、旅客営業に関する一般の規定による。 

（被保護世帯） 

第２条 この規則における「被保護世帯」とは、次の各号に掲げる世帯をいう。 

(1) 平成 22年８月１日現在の生活保護法（昭和 25年法律第 144号）の定めるところに

より保護を受けている次の世帯。ただし、同法第 19条第１項第２号に該当する者を

除く。 

 イ 生活扶助を受けている世帯 

 ロ 教育扶助を受けている世帯 

 ハ 住宅扶助を受けている世帯 

 ニ 医療扶助を受けている世帯 

 ホ 介護扶助を受けている世帯 

 ヘ 出産扶助を受けている世帯 

 ト 生業扶助を受けている世帯 

 チ 葬祭扶助を受けている世帯 

(2) 平成 22年８月１日現在の児童扶養手当法（昭和 36年法律第 238号）の定めるとこ

ろにより児童扶養手当の支給を受けている次の世帯。 

 イ 父と生計を同じくしていない児童（父と生計を同じくしており、その父が政令で

定める程度の障害の状態にある児童を含む。以下同じ。）の母が当該児童を監護す

る世帯 

 ロ 母と生計を同じくしていない児童（母と生計を同じくしており、その母が政令で

定める程度の障害の状態にある児童を含む。以下同じ。）の父が当該児童を監護

し、かつ、当該児童と生計を同じくする世帯 

 ハ 父と生計を同じくしていない児童を母が監護しない場合又は母がない場合（父が

死亡した場合を除く。）であって、当該母以外の者が当該児童を養育する世帯 

 ニ 母と生計を同じくしていない児童を父が監護しない場合若しくは当該児童と生計

を同じくしない場合（父がない場合を除く。）又は父がない場合（母が死亡した場

合を除く。）であって、当該父以外の者が当該児童を養育する世帯 

 ホ 父母がない場合であって、当該父母以外の者が当該児童を養育する世帯 

（定期乗車券の種類等） 

第３条 特定者用の定期乗車券の種類は、旅客営業規則（以下「旅客規則」という。）第

33条の規定により発売する通勤定期乗車券に限るものとする。 

２ 前項の規定により通勤定期乗車券を発売する者（以下「特定者」という。）は、被保

護世帯に属する者とする。 



 

（取扱区間） 

第４条 前条の規定により発売する特定者用の通勤定期乗車券の取扱区間は、当社線の各

駅相互間とする。 

（旅客運賃） 

第５条 特定者用の通勤定期乗車券の定期旅客運賃は、第３条第１項に規定する通勤定期

乗車券に対する定期旅客運賃を３割引したものとする。 

（資格証明書） 

第６条 特定者用の通勤定期乗車券を購入しようとする旅客は、あらかじめ、次の各号に

掲げる者（以下「市町村長等」という。）が発行する別表第１に定める様式の特定者資

格証明書（以下「資格証明書」という。）の交付を受けておかなければならない。 

(1) 第２条第１号の規定に該当する世帯の特定者にあっては、社会福祉法（昭和 26年

法律第 45号）に基づく福祉に関する事業所の長（以下「社会福祉事務所長」とい

う。） 

(2) 第２条第２号の規程に該当する世帯の特定者にあっては、市区町村長 

２ 前項の場合、別表第２に定める様式の特定者資格証明書交付申請書（以下「資格証明

書交付申請書」という。）に、第２条第１号の規定に該当する世帯の特定者にあっては

本人の写真（最近６箇月以内に撮影した縦４センチメートル、横３センチメートルの正

面上半身のものとする。以下同じ。）を、同条第２号の規定に該当する世帯の特定者に

あっては児童扶養手当証書及び本人の写真を添付して、市町村長等に提出するものとす

る。 

３ 資格証明書の発行者は、資格証明書交付申請書の提出を受けた場合は、資格証明書に

所要事項を記入（写真は、所定欄にはりつける。）して公印を押すとともに、資格証明

書交付申請書の所定欄に、資格証明書の発行年月日及び番号を記入し、資格証明書交付

申請書に対して契印を押して、特定者に交付するものとする。 

４ 資格証明書は、特定者用の通勤定期乗車券を購入するとき及び特定者用の通勤定期乗

車券によって乗車する場合で、係員の請求があったときは、これを呈示しなければなら

ない。 

５ 資格証明書は、次の各号の１に該当する場合は、無効とする。ただし、第１号の場合

を除き、再交付又は訂正を受けたときは、この限りでない。 

(1) 特定者の資格を失ったとき 

 (2) 氏名を改めたとき 

 (3) 住所を移転したとき 

 (4) 資格証明書の表示が不明となったとき 

６ 資格証明書の有効期間は、発行の日から１箇年間とする。 

 

 



 

（購入証明書） 

第７条 特定者用の通勤定期乗車券を購入しようとする旅客は、市町村長等が発行する別

表第３に定める様式の特定者用定期乗車券購入証明書（以下「購入証明書」という。）

及び旅客規則第 33条第２項に規定する定期乗車券購入申込書を提出するものとする。 

２ 購入証明書については、旅客規則に定める旅客運賃割引証に関する規定を準用する。 

３ 購入証明書の発行者は、購入証明書に所定事項を記入のうえ公印を押して、特定者に

交付するものとする。 

４ 購入証明書の有効期間は、発行の日から６箇月間とする。 

５ 購入証明書は、旅客鉄道会社において調製し、厚生労働省を経て市町村長等に配布す

る。 

（定期乗車券の効力） 

第８条 特定者用の通勤定期乗車券は、使用する場合において、第６条の規定による資格

証明書を携帯していないときは、これを無効として回収する。 

 

附 則 

この規則は、平成 14年 10月２日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和８年７月１日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

 

 

  



 

別表第１（第６条）   

(1) 社会福祉事務所長発行用 

                   表 

    契 

印                            No            

特定者資格証明書 

         

氏 名             

                          年  月  日生 

写              

        住 所 

  真 

                              年  月  日発行 

      

        発行者 

             社会福祉事務所長  氏  名     公印 

 

8.5cm 

                   裏 

（この証明書の使用上の注意） 

（１） この証明書は、特定者が、特定者用の通勤定期乗車券をお求め

のとき又はその乗車券によってお乗りになるときは、必ず携帯

し、鉄道係員の請求があるときは、いつでもお示しください。 

（２） この証明書は、他人に貸したり、譲ったりすることはできませ

ん。 

（３） この証明書を紛失したときは、直ちに発行者にお届けくださ

い。 

（４） この証明書は、特定者用の通勤定期乗車券の使用資格を失った

とき又は有効期間を経過したときは、直ちに発行者にお返しく

ださい。 

（５） この証明書に記入した事項を訂正したときは、その箇所に発行

者の公印のないものは、使用できません。 

（６） この証明書の有効期間は、発行の日から１箇年間です。 

 

  

6
c
m 



 

(2) 市区町村長発行用 

                    表 

    契 

印                     No             

特定者資格証明書  

                           

写   氏 名             

                           年  月  日生 

真   住 所 

  

                     上記の者は、児童扶養手当証書に記載された 

                    児童扶養手当受給者又はその者と同一の世帯に 

                    属する者であることを証明する。 

 

                        年  月  日発行 

               市区町村長   氏   名     公印   

 

                    8.5cm 

備考 裏面に前号の裏面の注意事項を印刷する。 
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別表第２（第６条） 

      

特定者資格証明書交付申請書 

               年  月  日 

 

 市区町村長 又は 

 社会福祉事務所長 殿 

 

        住 所 

        氏 名           ○印  

               年  月  日生 

 特定者資格証明書を交付してくださるよう、写真 

（最近６箇月以内に撮影した縦４ｃｍ、横３ｃｍ正面 

上半身のもの）及びを添えて申請します。 

                     

   下欄には記入しないでください。 

発行年月日 資格証明書番号 契   印 

 No  

  

（Ｂ列５番） 

 

  



 

別表第３（第７条） 

(1) 社会福祉事務所長発行用 

 

              表 

                契 

                印      

特定者用定期乗車券購入証明書 

第    号 

乗車券の種類 通勤定期乗車券 

 

＊乗車船区間      駅から  経由 

     駅まで 

＊居 住 地  

 

特定者の氏名 

及 び 年 齢 

       （  才）  

              

資格証明書の 

番    号 

 

有 効 期 限    年  月  日まで 

      年  月  日発行 

発行者 

     社会福祉事務所長   氏  名   公印 

（発行駅） 

 

（乗車券番号） （発行年月日） 

（基本運賃） 

 

（発売運賃） （差額運賃） 

   証明書に記入された個人情報は、申込内容並びに割引定期券の購入に 

必要な資格や条件の確認に使用します。 

 

9.1cm 

  

12
.8
cm
 



 

 

           裏 

  （この証明書の使用上の注意） 

（１）この証明書は、特定者が、旅客鉄道会社の鉄道 

  区間の通勤定期乗車券を購入するときに、１人１ 

  回に限って使用できます。 

（２）＊印の欄は、特定者がインキ又はボールペンで 

  記入してください。 

（３）＊印の欄以外の記入事項（太わく内を除く。）は、 

  発行者において記入してください。記入していな 

  いもの又は押印していないものは、使用できませ 

ん。 

 （４）発行者の記入する事項を訂正したときは、その 

   箇所に発行者の公印、特定者の記入する事項を訂 

   正したときは、その箇所に特定者の認印がないも 

   のは、使用できません。 

 （５）この証明書又はこの証明書によってお求めにな 

   った通勤定期乗車券は、他人に貸したり、又は譲 

   ったりすることはできません。 

 （６）この証明書によって通勤定期乗車券をお求めに 

   なるとき又はその通勤定期乗車券をお使いになる 

   ときは、必ず所定の資格証明書を携帯し、鉄道係 

   員の請求があったときはいつでもお示しください。 

 （７）この証明書の有効期間は、発行の日から表記の 

   有効期間まで（６箇月間）です。 

 

 備考 乗車船区間欄及び居住地欄は、特定者において記入することができる。 

  



 

(2) 市町村長発行用 

              表 

                       契 

                       印 

        特定者用定期乗車券購入証明書 

  第    号 

    

乗車券の種類  通勤定期所車券 

＊ 乗 車 区 間  
    駅から      経由 

    駅まで 

＊ 居 住 地  

特定者の氏名 

及 び 年 齢 

         （  才） 

               

資 格 証 明 

書 の 番 号 

 

有 効 期 限       年  月  日まで 

 

   上記の者は、児童扶養手当証書に記載された児童扶養手当受給者 

   又はその者と同一の世帯に属する者であることを証明する。 

 

        年  月  日発行 

  発行者  

    市区町村長  氏      名     公印 

（発行駅） 

 

（乗車券番号） （発行年月日） 

 

（基本運賃） 

 

（発売運賃） （差額運賃） 

   証明書に記入された個人情報は、申込み内容並びに割引定期券の 

   購入に必要な資格や条件の確認に使用します。 

 

             9.1cm 

備考 (1) ６枚つづりとする。 

    (2) 裏面に前号の裏面の注意事項を印刷する。 

 

12
.8
cm
 


